
桐生市国際交流協会 ☆ 規約 ☆ 

 

（名称） 

第１条 本会は、桐生市国際交流協会（以下「協会」という）と称する。 

（目的） 

第２条 協会は、桐生市の国際交流の促進を図るとともに、市民の国際感覚と理解を深める

ための必要な事業を行い、もって、市政の発展に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第３条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （１） 各種交流親善事業の計画立案及び実施 

 （２） その他の目的達成に必要な事業 

（組織） 

第４条 協会は第２条の目的に賛同する団体及び法人並びに個人をもって組織する。 

（役員） 

第５条 協会に次の役員を置く。 

 （１）会長  １名 

 （２）副会長 ２名 

 （３）常任理事 若干名 

 （４）理事  ３０名以内 

 （５）監事  ２名 

２ 役員は、総会において選任する。 

３ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４ 役員に欠員が生じたときは、役員会において選任する。ただし、補欠により選任された

ものの任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。 

（役員の任務） 

第６条 会長は、協会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、そ

の職務を代理する。 

３ 常任に理事は、役員会、部会及び幹事会の構成員として、会務に従事する。 

４ 理事は、役員会及び部会の構成員として、会務に従事する。 

５ 監事は、会計その他の事務を監査する。 

（顧問及び相談役） 

第７条 協会に顧問及び相談役を置くことができる。 

２ 顧問及び相談役は、役員会の承認を経て、会長が委嘱する。 

（総会） 



第８条 総会は、年１回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を開催

することができる。 

２ 総会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

３ 総会は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 総会に付議する事項は、次のとおりとする。 

 （１） 事業計画及び事業報告 

 （２） 予算及び決算 

 （３） 規約の変更 

 （４） 役員の選任 

 （５） その他会長が必要と認める事項 

（役員会） 

第９条 役員会は、役員をもって構成する。 

２ 役員会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。ただし、招集することが難し

い場合は、稟議により会議を行うことができる。 

３ 前条第３項の規定は、役員会について準用する。 

４ 役員会において審議する事項は、次のとおりとする。 

 （１）総会に付議すべき事項 

 （２）顧問及び相談役の承認 

 （３）その他会長が必要と認める事項 

（部会） 

第１０条 事業の計画立案及び実施のため、協会に次の部会を置く。 

 （１） 総務部会 

 （２） 文化交流事業部会 

 （３） 学生交流事業部会 

２ 部会は、常任理事及び理事並びに部会長が会員の中から任命する者をもって構成する。 

３ 部会に部会長及び副部会長を置き、常任理事の中から会長が任命する。 

４ 部会長は、必要に応じ、部会に運営委員を置くことができる。運営委員は、部会員の中

から部会長が任命する。 

５ 部会は、部会長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。 

（幹事会） 

第１１条 事業の調査、研究を行うため、協会に幹事会を置き、部会長及び副部会長並びに

運営委員をもって構成する。 

２ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、部会長の中から互選する。 

３ 幹事会は、幹事長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。 

（経費） 

第１２条 協会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。 



（会費） 

第１３条 協会の会費は、次のとおりとする。 

 （１） 団体会員 年額 １０,０００円 

 （２） 法人会員 年額 １０,０００円 

 （３） 個人会員 年額  ２,０００円 

 （４） 家族会員 年額  ３,０００円 

２ 会長は、特別の理由があると認めるときは、前項に定める会費を減免することができる。 

（会計年度） 

第１４条 協会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。 

（基金） 

第１５条 協会職員の退職手当に必要な財源を確保し、もって将来にわたる協会の健全な

運営に資するため、退職手当引当基金（以下「基金」という）を設置する。 

２ この規約に定めるもののほか、基金の運用及び処分に関し、必要な事項は要綱により別

に定める。 

（事務局） 

第１６条 協会の事務を行うため、桐生市役所内に事務局を置く。 

２ 事務局は、局長、次長その他の職員をもって構成する。 

３ 事務局の職員は、会長が任命する。 

（委任） 

第１７条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。 

  附則 

１ この規約は、平成元年１月３０日から施行する。 

２ 協会の設立当初の役員の任期は、設立した日の属する年度内をもって最初の１年と す

る。 

３ 協会の設立当初の役員は、第５条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとする。 

  附則 

 この規約は、公布の日から施行し、平成２年４月１日から適用する。 

  附則 

 この規約は、平成６年４月２１日から施行し、改正後の桐生市国際交流協会規約は、同年

４月１日から適用する。 

  附則 

 この規約は、平成 10 年 4 月 20 日から施行し、改正後の桐生市国際交流協会規約は、同

年 4 月 1 日から適用する。 

  附則 

 この規約は、平成 17 年 4 月 27 日から施行し、改正後の桐生市国際交流協会規約は、同

年 4 月 1 日から適用する。 



  附則 

 この規約は、平成 25 年 5 月 20 日から施行し、改正後の桐生市国際交流協会規約は、同

年 4 月 1 日から適用する。 


